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令和６年度の重点的な取組（案）

①「中讃地域 防災・減災・縮災ネットワーク・プロジェクト」
の推進を後押し
・広域的な中讃地域を対象に、人材育成、地域連携に関して取組み、交流の
場・機会を増やし、地域のつながりの輪を広げていくことを目的とする「リレ
ー防災みらいサロン」の継続開催や、「多機関連携型タイムライン」の検証
や改善に、土器川の減災対策協議会として活動を支援

②流域タイムラインの運用フォローアップの推進
・ 「流域タイムライン」の運用を推進するとともに、確認された課題に関して関
係機関と共有し、必要に応じてタイムラインの見直しを推進

③特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践に
向けた情報共有の推進
・「流域治水」の推進に向け、特定都市河川の指定に関する全国の取組状況
や施策内容などの情報を共有しつつ、当該制度の推進に向けた関係機関
との調整を推進
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バックアップ

土器川における減災対策取組の全体枠組みイメージ

中讃地域防災･減災･縮災
ネットワーク・プロジェクト

（中讃地域ＲＮＰ）

土器川・金倉川・大束川を
対象とした多機関連携型タ
イムライン検討ワーキング

広域的な中讃地域を対象
（土器川、金倉川、大束川を含む）

土器川を対象

土器川大規模氾濫に
関する減災対策協議会

土器川における水害に強
いまちづくり検討会
（減災対策幹事会） 報告

 土器川における減災対策に係る取組を、広域的な中讃地域を対象とした地域連携の取組に広げて
いくため、中讃地域ＲＮＰに関する取り組みの推進について、土器川減災対策協議会として、バック
アップしていく。



今 後 の 対 応 （案）

 市町主催の既存の各種イベントと併用開催

 「防災“も”」の視点で、教育、福祉、まちづくりなども
テーマとして開催

 保護者同伴の子どもを対象とした企画

 防災を学ぶ大学生の参加協力による意見の多様化

 防災士会、自主防災会との連携による地域イベント
との併用開催

継続的な開催における課題

 開催主体の市町の負担増

 各回のサロンテーマが限定

 サロン参加者の固定化

 被災経験が少ない地域のため、普段の生活
において“防災意識”が希薄化

リレー防災みらいサロンの継続開催
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 「リレー防災みらいサロン」を継続的に開催するためには、関係者の負担とならないよう関係市町における既存の
各種イベントと併用開催するなど、参加者の多様性を図りつつ、「防災だけ」ではなく「防災も」の視点で、教育や福
祉、まちづくりなどもテーマに含め、具体的な対応は、地域特性を踏まえ、関係市町と連携し企画を検討。

令和６年度 以降令和５年度令和４年度市町

地域の課題、住民ニーズ、地域特性な
どを踏まえ、複数のテーマを抽出

複数回（複数年）の継続したサロン企
画を検討

●出前講座●ワークショップ丸亀市

●ゲーミング・ワークショップ坂出市

●自治防災会講演会善通寺市

宇多津町

琴平町

●ワークショップ多度津町

●総合防災訓練まんのう町



ライフライン 交通機関 要配慮者施設

○避難者の緊急受入
（協定施設）

○設備の巡視および資機
材の点検

○台風進路により、
風雨が規制値
を超えると想定
される場合は、
今後の運行計
画を作成

○浸水等の危険
性がある場合
は、安全確保を
最優先とした対
応を実施

○状況により車両
の移動について
も検討・実施

○バス運休（計画
運休）の判断

※風速20ⅿ以上
時間雨量50㎜以
上の場合

○運行状況の利
用者への周知

○運行情報の提
供

報道機関

NTT 四国ガス 琴参バス

○報道体制の準備

○報道体制の準備
○台風情報の放送

○気象警報・注意
報の放送

○交通情報の放送
○避難情報の放送

○放送の実施
○災害対応の準備

○河川水位情報の
放送

○防災関連情報の
放送

○災害対応の準備

○ライフライン情報
の放送

○被害情報の放送

○公共施設の運営・
催しもの開催状況
の放送

○防災関連情報の
放送

○高齢者等避難発
令の放送

○防災関連情報の
放送

○避難指示発令の
放送

○緊急情報の放送

○緊急安全確保発
令の放送

○氾濫発生情報の
放送

○被害情報の放送

協定受入施設
テレビ放送局・
ラジオ放送局

○要配慮者避難支援の
準備

○要配慮者避難支援の
準備

○要配慮者避難支援の
実施

○気象・台風情報の収集
（継続）

○台風説明会の参加
○早期復旧対応の準備
○体制構築の準備
○停電対応の準備

○応急・復旧対応の実施
（継続）

水道

【非常体制】
○災害対策本部設置

※災害関連警報が継続さ
れており、管内の災害
が広範囲にわたる場合、
もしくはそれが確実であ
る場合

※電力設備の被害状況等
に応じて発令

【警戒体制】

○情報収集・連絡要員を
配置

※台風の接近に伴い、管
内に災害関連警報が発
表された場合

※電力設備の被害状況等
に応じて発令

○異常気象への
対応（警戒体
制）

※台風の接近（四
国に上陸、香川
県に上陸）

○運転休止
※時間雨量50㎜以

上、また風速30m
ないし瞬間風速
35m以上の場合

○列車運行に支

障がある場合
は、お客様にそ
の情報提供
（ホームページ
やプレス、駅へ
の掲示、放送案
内等）

○計画運休

※降雨や風速が事
前に基準値を超
えると予想される
場合

〇停電状況の収集（継続）
○交通情報の収集（継続）

○設備の復旧対応の体制
の構築・応援準備

○停電対応の実施

【厳重警戒体制】

※災害関連警報発令中で
管内に単発的な災害が
発生し、拡大が予想さ
れる場合

※電力設備の被害状況等
に応じて発令

琴平電鉄四国電力
四国電力送配電

○水道復旧対応
の事前準備
（体制構築）

○警戒本部（第
二次配備）

※被害が発生又
は被害の恐
れ：体制強化

○水道復旧対応
の出動・応援
準備

○水道復旧対応
の為の情報収
集

○水道復旧対応
の実施

○報道への情報
提供

○企業団HPに被
害情報掲載

○警戒本部（第一
次配備）

※警報発令：職員
の参集

○台風説明会への
参加

○警報発令時の
体制確保

※大雨、洪水、
高潮いずれか
の警報発令時
のため

○出先機関から情
報収集

○警戒本部（第
三次配備）

※県内給水区域
で大きな被害
が発生：体制
強化

○警戒本部（第
四次配備）

※県内給水区域
で被害が拡
大：体制強化

○出先機関から被
害情報等を収
集

○お客様対応

○応援要請の検
討

○気象情報、県内
施設の被害情
報等を収集

○台風説明会への
参加

○台風情報、その他
気象情報の収集

○防災行動の開始

※台風上陸４日前か
ら

○災対用機器の点検・
準備（ポータブル衛
星、衛星携帯電話、
移動電源車等）

○台風通過時の体制
確保

○台風通過後のパト
ロール体制確保

○ＮＴＴビルへの防水
板設置

○通過後のパトロール
体制確立

○香川情報連絡室の
立ち上げ

○災害対策室（情連
室）設置と班員の
待機

※気象庁や高松気象
台説明会の情報で
判断

○情報収集

・台風情報、その他
気象情公共交通機
関（電車・バス等）
の運行予定の情報
収集報の収集

・停電情報収集

・行政の避難所開設
情報の収集

○自治体、住民から
の電話対応

○災害対策室の設置
※設置基準
(1)総務大臣報告を必

要とする重大な事
故と想定される事
象の発生時

(2)各社の本社災対

室長等が必要と判
断した次の時

①社会的影響が大き
い故障又は異常
ふくそうの発生時

②広域にわたる110
番、118番、119番
回線不通発生時

③航空機の運行、銀
行オンライン等社
会的活動の広域な
支障の発生時

④多数の報道機関よ
り取材要請が予想
されるとき、又は
広報部からの要請
があった時

⑤情報統括責任者よ
り複数の重要ユー
ザ対応のため要請
があった時

○移動電源車の退避

○お客様対応
○情報収集
〇報道発表「第1報」

発出
○対応検討

・特設公衆電話の設
置計画の検討

・広域支援依頼検討

○リエゾン派遣

○被災状況把握
（パトロール）

○被災対応拠点に
ポータブル衛星設
置、衛星携帯電
話貸出、移動電
源車による給電

○災対交代要員の検
討と体制確立

※規模が大きな災害
が発生する場合

○ガス復旧対応
の事前準備
（体制構築）

【準備体制】
※台風上陸予報

状況に応じて警戒
態勢を編成

○台風情報、その他
気象情報の収集

○対策会議の開催

【体制格上の検討】
非常災害対策本部

○体制強化（増員）

※被害想定（被害が
起こりそうなエリ
ア、氾濫情報

○事前対応検討

○緊急時対応検
討

○災害発生時対
応

○緊急時対応実
施

○状況に応じ事
前対応の実施

○ガス復旧対応の
為の情報収集

○ガス復旧対応の
実施

○臨時対策会議

※影響地区が一
定程度限定さ
れた時点

防災関係機関

○災害情報の収集伝達
及び被実態の把握

○現場広報等による情報
提供

○被災者の救出救助
及び退避指示

○交通規制及び管制

○広域応援等の要請
及び受入れ

○人的被害に対する措置

○安否不明者の捜索活
動

○犯罪の予防及び取締り、
その他治安維持 等

※市や住民からの要請
等により行動

警察 自衛隊

○気象・台風情報、気象
警報・注意報情報の収
集（継続）

○説明会による情報収集

○雨量・河川水位情報の
収集（継続）

○連絡体制の確保

○関係機関情報の収集
（継続）

○リエゾンの派遣準備・
実施

○指定避難所の開設・運
用状況の伝達

○現地情報・交通情報の
収集（継続）

○道路状況の伝達・周知

○指定避難所の開設・
運用状況の伝達

○避難行動要支援者に
対する避難誘導・避
難支援の実施

○福祉避難所への避難
支援の対応状況の伝
達

○避難所開設状況の
周知

○避難誘導の実施

○交通情報の伝達・周知
○要請に基づく避難指示

○道路交通法に基づく道
路規制

○隊員の増員

※被害状況、
災害情報に
よって

○現場活動
※110番通報、署への加

入通報、街頭活動中
の警察官の情報など

丸亀市
消防本部

坂出市
消防本部

善通寺市
消防本部

多度津町
消防本部

仲多度南部
消防組合
消防本部

指定公共機関

水資源機構

○一次配備
※警報発表

○課長級の招
集

○管内等の巡
視

※警報発表

○災害警備連絡室の設
置

※警報発表

○一次配備
※警報発表

○災害警備連絡室の設置
※注意報発表

○道路管理者との規制
に関する連絡

〇管理職招集
消防長水防
本部へ

○職員の増員
〇団員の増員

※被害情報、
通報情報等
による

○：防災行動 （白枠）※：トリガー情報

○災害情報等の収集（消防本部） ＜共通＞ －－－－－－－－－－－－－

○救助・救出活動 ＜共通＞ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

○水防巡視（消防団） ＜共通＞ －－－－－－－－－－－－－－－－－－

○水防巡視・活動（消防団） ＜共通＞ －－－－－－－－－－－－－－－－

○消防資機材等の点検 ＜共通＞ －－－－－－－－－－－－－－－－－

○リエゾンの派遣準備・実施 ＜共通＞ －－－－－－－－

○全団員招集

※高藪橋水位
2.1m又は災
害発生

○非番の職員
の招集

○リエゾン派
遣（琴平町、
まんのう町）

※災害等の発
生、119番
通報

〇消防団三役

分団各班２
名招集

（屯所待機）

消防本部・消防団

○活動開始
※119番通報、

災害情報、
水防本郡か
らの要請

○指定職員の
招集

※水防本部設
置の時点

○職員の増員
〇団員の増員

※被害状況、
災害情報等
による

○気象・台風情報の
収集（継続）

○雨量・河川水位情報
の収集（継続）

○地域情報の確認

○気象警報・注意報情
報、関係機関情報の
収集（継続）

○情報収集要員の呼
集

○連絡要員の呼集

〇派遣準備（当時の状
況による。）

※警報発表

○被害状況の確認
（県危機管理課）

○現地情報・交通情報
の収集（継続）

○救助活動の実施

○実動部隊の呼集・派
遣

○本部機能の強化

○気象・台風情報、気象
警報・注意報情報の収
集（継続）

○災害情報の収集

○災害情報の収集

○災害情報の収集

〇国や被災地方公共団
体の要請により支援

※支援要請
（可能な支援内容）

・排水ポンプ車による災
害対応

・可搬式浄水装置によ
る給水活動

・災害対応に要する資
機材の提供

注）上記支援の費用は要
請者負担

○注意態勢発令

○職員招集

〇消防団の招
集

※水防本部設
置の時点

市町

-48h

-24h

-72h

0h

-1h
程度

●洪水キキクル、浸水キキクル、土砂キキクルは、大雨特別警報・土砂災害警戒情報・大雨警報・注意報
および洪水警報・注意報が発表された場合に、避難が必要な地域の絞り込みに利用して下さい。

-6h
程度

-2h
程度

-4h
程度

-12h

-10h
-8h

※ （ ） は、市町単位で発表する気象情報で
あり、参考としてご利用ください。

香川河川国道事務所

○ホットライン

○管理施設（水門・排水機場等）の点検・
操作確認

○リエゾンの派遣

○災害対策用機械の派遣

○災害対策用資機材・復旧資機材等の
確保

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場の操作要請

○防災エキスパート等の要請

○危険情報を随時情報提供

○ホットライン

○TEC-FORCE（排水ポンプ車等含む）の
派遣

○緊急復旧

○官庁施設・通信施設等の点検

○排水ポンプ車・照明車の運用管理

○被害状況・調査結果等の公表

○危険情報を随時情報提供

○氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込
まれ、樋門操作が安全に行えないと判
断される場合は樋門操作員へ退避要請

○堤防調査委員会の設置

○危険箇所を随時情報提供

○ホットライン

○被害状況の把握

中讃土木事務所

○ホットライン

○危険情報を随時情報提供

○被害への応急対応

○待機中は、適時、河川水位、雨量、降水
短時間予報を確認

○ホットライン

○被害状況の把握

○危険情報を随時情報提供

○助言の対応

○緊急復旧

○被害状況・調査結果等の公表（水防本
部）

○ホットライン

○危険情報を随時情報提供

○ホットラインの伝達者､受達者の確認

○管理施設（水門・樋門等）の点検・操作確認

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○関係機関への連絡体制の確認

○官庁施設・通信施設等の点検

◇台風説明会

◇台風に関する
香川県気象情報（随時）

（◇洪水警報発表）

○ホットライン（高松地方気象台）

◇大雨注意報発表

◇台風情報

○ホットライン（高松地方気象台）

防災気象情報

注）防災気象情報に関する発
表タイミングについては、地
域・事象によって異なります。

（◇大雨特別警報発表（浸水害））

← 土器川、金倉川、大束川の水位情報に基づく

警戒レベル相当情報

◇暴風警報※１

○エリアメールの送信

水防警報（待機・準備）

洪水予報（氾濫発生情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

水防警報（待機・準備）

水防警報（情報）

水位到達情報
（避難判断水位到達）

第１警戒待機

第２警戒待機
水防本部設置

（県庁）

洪水予報
（氾濫注意情報）

洪水予報
（氾濫危険情報）

水防警報
（情報）

水防警報
（情報）

水位到達情報
（氾濫危険水位

到達）

水防警報
（出動）

水防警報（出動）

レ
ベ
ル
２

レ
ベ
ル
３

レ
ベ
ル
５

レ
ベ
ル
４

レ
ベ
ル
１

警
戒
レ
ベ
ル

○被害への応急対応
○助言の対応
○危険箇所を随時情報提供
○河川監視カメラによる監視強化
○必要に応じて出水時点検（巡視）

○必要に応じて水門､樋門等の操作状況
確認

○土器川（祓川橋水位観測所）の水位
2.3mを目安として県道丸亀琴平観音寺
自転車道線を通行止め措置

○金倉川（五条橋水位観測所）の水位
1.2mを目安として五条橋桁下の横断
通路を通行止め措置

◇洪水注意報発表（◇洪水キキクル）

※1 立ち退き避難中に暴風が吹き
始めることが無いよう、暴風警報
も考慮して避難情報の発令を検
討して下さい

（◇大雨警報（浸水害））

（◇洪水キキクル）

（◇浸水キキクル）

（◇洪水キキクル）

氾濫発生

氾濫危険水位到達

金倉川 高薮橋水位観測所（水位2.1m）

大束川 津之郷橋水位観測所（水位3.45m）

上車橋水位観測所（水位2.4m）

水防団待機水位到達

土器川 祓川橋水位観測所（水位2.7m）

金倉川 高薮橋水位観測所（水位0.65m）

大束川 津之郷橋水位観測所（水位1.4m）

上車橋水位観測所（水位1.0m）

堤防決壊による氾濫

氾濫注意水位到達

金倉川 高薮橋水位観測所（水位1.4m）

大束川 津之郷橋水位観測所（水位2.6m）

上車橋水位観測所（水位2.1m）

避難判断水位到達

金倉川 高薮橋水位観測所（水位1.95m）

大束川 津之郷橋水位観測所（水位3.1m）

上車橋水位観測所（水位2.1m）

ネック箇所が掘込の場合は-0.5ｈ、築堤の場合は-1.0hとする。

土器川 祓川橋水位観測所

（上流水位4.3m ）（下流水位4.6m）

土器川 祓川橋水位観測所（水位3.7m）

土器川 祓川橋水位観測所

（上流水位4.0m ）（下流水位4.3m）

注）土器川の水位指標

・丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町は
「土器川（上流水位）」を参照

・丸亀市、坂出市、宇多津町、多度津町、まんのう町は
「土器川（下流水位）」を参照

※台風最接近

（◇洪水キキクル）

注）洪水キキクルは市町のどこかの
中小河川を含めた河川等の判定
で、また、３時間先までの降雨予
測を用いた判定です。

２
相
当

３
相
当

５
相
当

４
相
当

警
戒
レ
ベ
ル

相
当
情
報

◇早期注意情報（中・高）

↓時間

○本部機能の呼集
※特別警報発表

○初期派遣部隊（ファ
スト・フォース）の呼
集、派遣準備（当時
の状況による）

4

3市4町（省略）警戒レベル
相当情報

防災気象情報 香川河川
国道事務所

中讃土木
事務所

警戒レベル

指定公共機関
（水資源機構）

防災関係機関
（警察、消防本部・消防団）

ライフライン
（四国電力、NTT、四国ガス、水道）

交通機関
（琴平電鉄、琴参バス）

要配慮者
施設

報道機関

中讃地域の土器川・金倉川・大束川多機関連携型タイムライン（洪水）

 広域的な中讃地域と多様な関係機関からなる「多機関連携型タイムライン（洪水）」の運用を推進し、実際の洪水時
における実運用データを蓄積するとともに、ライムライン検討ワーキングにより関係機関と課題や問題点を共有し、
多機関連携型タイムラインのブラッシュアップを図る。



5

流域タイムラインの推進（法定計画に基づく重点推進施策）



住民等丸亀市

○水防団等への待機・準備を指示

○自主避難者受け入れ

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場
合は、高齢者等避難の発令を検討

○必要に応じ、助言の要請
（気象台、中讃土木等）

○連絡要員の配置

○必要に応じ首長若しくは代理者の登庁
○必要に応じ、水防団等への出動を指示

○巡視・水防活動状況報告

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水
予報伝達

○必要に応じ、助言の要請（気象台、中
讃土木等）

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水
予報伝達

○必要に応じ、助言の要請（気象台、中
讃土木）

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明
車等）の派遣要請

○テレビ、ラジオ、インター
ネット等による気象警報等
の確認

○防災無線、携帯メール等に
よる高齢者等避難開始の
受信

○テレビ、インターネット、携
帯メール等による大雨や
河川の状況を確認

○水防団等への注意喚起
○気象情報収集
○日没時間等、明度資料の掌握
○潮位情報収集

○自衛隊の派遣要請（市長→県知事）

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避
難所・避難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○大雨特別警報発表の住民への周知

○避難所開設の準備

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予
報を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場
合は、避難指示の発令を検討

○樋門操作員への待機出動指示

○水防団、樋門操作員への退避指示

○TEC-FORCEの派遣要請

○消防の応援に関する要請（市長→
消防署）

○避難者への支援

○水防備蓄資材等の確保

○管理施設（排水ポンプ等）の点検・
操作確認

宇多津町

○避難所準備班
（所管施設の点検）

○総務班（台風進路予報の確認、防災行
政無線・情報コモンズ操作手順等の確
認、県・気象台説明会への出席、避難
所準備物の用意・点検、水防本部会議
の準備）

○災害対策班（資機材の点検、所管施設・
区域の点検、土のう・雨合羽・長靴・ライ
フジャケットの準備、車両の手配）

○災害対策班（水防活動の実施）

○総務班（水防本部設置の連絡）

○避難所準備班（避難所の開設と運営、避
難所職員のローテーション）

○総務班（避難所開設の周知）

○避難所準備班（避難所開設の準備）

○水防本部会議（避難指示の発令を検討、
指定避難所・福祉避難所の開設を検討）

○水防本部会議
（高齢者等避難の発令を検討）

○総務班（避難指示発令の周知、避難所
準備班への応援）

○災害対策班（要支援者の避難支援）

○総務班（災害派遣要請・自衛隊派遣要請
の準備、災害対策本部設置の連絡、被
害認定・罹災証明書の発行、水害統計
の提出）

○災害対策班（所管施設の被災の有無の
確認）

○災害対策本部会議

○避難所準備班（所管施設の被災の有無
の確認）

○大雨特別警報発表の住民への周知

○水防本部会議（緊急安全確保の発令
を検討）

高齢者等避難を発令 高齢者等避難を発令 要配慮者避難開始

まんのう町

○水防団等への注意喚起

○水防備蓄資材等の確保

○管理施設（排水ポンプ等）の点検・操作
確認

○水防団への指示

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報
を確認

○樋門操作員への待機出動指示

○必要に応じ、助言の要請

○自主避難者受け入れ

○管理職の配置

○首長若しくは代理者の登庁

○巡視・水防活動状況報告

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予
報伝達

○適時、河川水位、雨量、降水短時間予報
を確認

○指定緊急避難場所及び指定避難所開設
の準備

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合
は、高齢者等避難の発令を検討

緊急安全確保を発令

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車
等）の派遣要請

○避難者への支援

○大雨特別警報発表の住民への周知

○樋門操作員への退避指示

○自衛隊の派遣要請（町長→県知事）

○TEC-FORCEの派遣要請

○消防の応援に関する要請（町長→消防
署）

○避難者への支援

高齢者等避難を発令

坂出市

○水防体制中は、
適時、河川水位、
雨量、降水短時
間予報を確認

○消防団への待機・準備を指示

○水門等操作員への待機出動指示

第二次
配備体制

高齢者等避難を発令

緊急安全確保を発令

○避難所準備班（指定避難所・福祉避難
所の開設）

第一次配備体制
【災害警戒本部】

第二次配備体制
【水防本部】

第一次
配備体制

第二次
配備体制

○課長会（台風規模・進路・上陸可能性の
有無等を確認、警報発表予定の日時を
確認、水防本部設置日時の確認）

○水防本部会議（水防活動実施方針の決
定、高齢者等避難開始の発令・避難所
開設の要否を決定、発令・開設時間・開
設避難所の決定）

第一次
配備体制

準備体制

第一次配備体制

※警報発表前に
時間雨量20mm、
連続100mmに
達する見込み

緊急安全確保を発令 緊急安全確保を発令

避難開始

避難完了

第二次配備体制

第三次配備体制
避難指示
を発令

第三次
配備体制

避難指示
を発令

第三次
配備体制

避難指示
を発令

第三次
配備体制

避難対象地区へ
避難指示

○防災無線、携帯メール等に
よる高齢者等避難開始の
受信

○防災無線、携帯メール等に
よる緊急安全確保・避難指
示の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○：防災行動

○避難指示の発令を検討

○避難所開設の準備

○気象情報の収集

〇連絡体制の確認

〇職員への周知

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場
合は、高齢者等避難開始の発令判断
（要配慮者への配慮）

○避難所開設の準備

○高齢者等避難の発令を検討
〈水防本部会議)

○避難所の開設

○一般、要配慮者利用施設、地下街、大規
模工場等に水位到達情報を周知・伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝の場合
は、避難指示の発令判断（要配慮者へ
の配慮）

○避難指示の発令を検討〈水防本部会議)

○一般、要配慮者利用施設、地下街、大規
模工場等に水位到達情報を周知・伝達

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車
等）の派遣要請

○避難者への支援

○消防団員、水門等操作員への退避指示

○大雨特別警報の住民への周知

○一般、要配慮者利用施設、地下街、大規
模工場等に水位の状況等を周知・伝達

○消防の応援を要請（市長→消防署）

○自衛隊の派遣要請（市長→県知事）

○TEC-FORCEの派遣要請

○避難者への支援

○水防本部準備
○水防体制中は、適時、河川水位、雨量、
降水短時間予報を確認

○必要に応じ、重要水防区域の監視・警戒

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水
予報伝達

○必要に応じ、助言の要請（気象台、中
讃土木）

-48h

-24h

↓時間

-72h

0h

-1h
程度

●洪水キキクル、浸水キキクル、土砂キキクルは、大雨特別警報・土砂災害警戒情報・大雨警報・注意報
および洪水警報・注意報が発表された場合に、避難が必要な地域の絞り込みに利用して下さい。

-6h
程度

-2h
程度

-4h
程度

-12h

-10h
-8h

※ （ ） は、市町単位で発表する気象情報で
あり、参考としてご利用ください。

香川河川国道事務所

○ホットライン

○管理施設（水門・排水機場等）の点検・
操作確認

○リエゾンの派遣

○災害対策用機械の派遣

○災害対策用資機材・復旧資機材等の
確保

○リエゾン体制の確認

○関係機関への連絡体制の確認

○出水時点検（巡視）

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場の操作要請

○防災エキスパート等の要請

○危険情報を随時情報提供

○ホットライン

○TEC-FORCE（排水ポンプ車等含む）の
派遣

○緊急復旧

○官庁施設・通信施設等の点検

○排水ポンプ車・照明車の運用管理

○被害状況・調査結果等の公表

○危険情報を随時情報提供

○氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込
まれ、樋門操作が安全に行えないと判
断される場合は樋門操作員へ退避要請

○堤防調査委員会の設置

○危険箇所を随時情報提供

○ホットライン

○被害状況の把握

中讃土木事務所

○待機中は、適時、河川水位、雨量、降水
短時間予報を確認

◇台風説明会

◇台風に関する
香川県気象情報（随時）

（◇洪水警報発表）

○ホットライン（高松地方気象台）

◇大雨注意報発表

◇台風情報

○ホットライン（高松地方気象台）

防災気象情報

注）防災気象情報に関する発
表タイミングについては、地
域・事象によって異なります。

（◇大雨特別警報発表（浸水害））

← 土器川の水位情報に基づく

警戒レベル相当情報

◇暴風警報※１

○エリアメールの送信

水防警報（待機・準備）

洪水予報（氾濫発生情報）

水防警報の伝達

洪水予報の伝達

洪水予報の伝達

第１警戒待機

第２警戒待機
水防本部設置

（県庁）

洪水予報
（氾濫注意情報）

洪水予報
（氾濫危険情報）

水防警報
（情報）

洪水予報・水防警報
の伝達

水防警報
（出動）

洪水予報・水防警報
の伝達

○土器川（祓川橋水位観測所）の水位
2.3mを目安として県道丸亀琴平観音寺
自転車道線を通行止め措置

◇洪水注意報発表（◇洪水キキクル）

※1 立ち退き避難中に暴風が吹き
始めることが無いよう、暴風警報
も考慮して避難情報の発令を検
討して下さい

（◇大雨警報（浸水害））

（◇洪水キキクル）

（◇浸水キキクル）

（◇洪水キキクル）

氾濫発生

氾濫危険水位到達

水防団待機水位到達

土器川 祓川橋水位観測所（水位2.7m）

堤防決壊による氾濫

氾濫注意水位到達

避難判断水位到達

ネック箇所が掘込の場合は-0.5ｈ、築堤の場合は-1.0hとする。

土器川 祓川橋水位観測所

（上流水位4.3m ）（下流水位4.6m）

土器川 祓川橋水位観測所（水位3.7m）

土器川 祓川橋水位観測所

（上流水位4.0m ）（下流水位4.3m）

注）土器川の水位指標

・丸亀市、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町は
「土器川（上流水位）」を参照

・丸亀市、坂出市、宇多津町、多度津町、まんのう町は
「土器川（下流水位）」を参照

※台風最接近

（◇洪水キキクル）

注）洪水キキクルは市町のどこかの
中小河川を含めた河川等の判定
で、また、３時間先までの降雨予
測を用いた判定です。

２
相
当

３
相
当

５
相
当

４
相
当

警
戒
レ
ベ
ル

相
当
情
報

◇早期注意情報（中・高）

命の危険
直ちに安全確保！

洪水予報（氾濫警戒情報）

レ
ベ
ル
２

レ
ベ
ル
３

レ
ベ
ル
５

レ
ベ
ル
４

レ
ベ
ル
１

警
戒
レ
ベ
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○管理施設（水門・樋門等）の点検・操作確認

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○関係機関への連絡体制の確認

○官庁施設・通信施設等の点検

○情報収集が必要とされるとき事前配備
（一部の総務課及び農政土木課職員待
機、気象情報の収集）

○消防団長・副団長へ連絡
○巡視による状況確認
○水門関係者への連絡準備
○避難所開設の準備（自主避難者の受入

準備を含む）

○水門関係者への待機出動指示

○水防団へ待機水位到達のメール配信

○水防団へ出動要請のメール配信
○要配慮者施設への情報伝達

○避難に必要な状況が夜間早朝の時間帯
に予想される場合の避難準備・高齢者
等避難開始の発令判断

○避難準備・高齢者等避難開始発令区の
確認

○避難所開設の準備（開設場所、人員）

○必要に応じ、国・県・気象庁へ助言の要
請

○避難所の開設（総合センター、文化会館、
北幼、象小）

○要配慮者施設へ情報伝達

○防災行政無線、ＨＰ、防砂情報システム
の入力による周知

○防災行政無線、ＨＰ、防砂情報システム
の入力による周知

○災害対策用機械（排水ポンプ車・照明車
等）の派遣要請

○防災行政無線、ＨＰ、防砂情報システム
の入力による周知

○大雨特別警報発表の住民への周知

○洪水予報（氾濫警戒情報）を社会福祉
施設へ伝達

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

○避難所開設（豊原小学校２階以上）

○参集区分により自ら参集

○連絡手段による呼集

○洪水予報（氾濫危険情報）を社会福祉
施設へ伝達

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

○避難所開設（必要に応じ多度津中学校、
四箇小学校２階以上、豊原幼稚園、多
度津小学校２階以上、福祉センター２階
以上））

○災対本部設置

○県へ災派要請

○決壊した場合、氾濫方向の隣接丸亀市
に通報

○中讃土木へ報告

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

増強第一次配備体制
（体制の明示）

○庁内放送（現体制等）
○土のう準備
○避難所準備

○気象情報収集
○水防本部準備
○MCA無線機充電
○車両の掌握
○広報車の準備
○避難所の鍵掌握
○日没時間等、明度資料の掌握

○水防上必要がある場合は、自治
防災課が水防事務を処理

事前配備

○避難所開設準備（関係職員配置準備）
○必要物品準備

○県・警察・１５連隊との連携
○活動状況の記録
○土のう準備

○気象情報収集
○水防本部準備
○無線機準備
○車両の把握
○広報車の準備
○避難所開設用品の確認

○日没時間等、明度資料
の掌握
○水門、ポンプ点検

事前配備

第二次配備体制
（水防出動隊編成表をもとに

職員を動員）

○水防本部設置
○必要に応じ重要水防区域の監視・警戒
○県・警察・１５連隊との連携
○防災情報システムへの入力
○水防日誌の記録

○洪水予報（氾濫注意情報）を大杉脳外科
医院、南部保育所へ伝達

○洪水予報（氾濫警戒情報）を大杉脳外科
医院、南部保育所へ伝達

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

○避難所開設（南部公民館）

○参集区分により、自ら参集

○一斉メールによる呼集

○洪水予報（氾濫危険情報）を大杉脳外科
医院、南部保育所へ伝達

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

○避難所開設（必要に応じ東中学校）

○洪水予報（氾濫発生情報）を大杉脳外科
医院、南部保育所へ伝達

○決壊した場合、氾濫方向の隣接水防管
理団体（丸亀市、多度津町）に通報

○中讃土木へ報告

○防災行政無線により周知

○広報車で周知

第二次配備体制

第一次
配備体制

第一次
配備体制
（体制の
明示）

第一次
配備体制

第三次
配備体制

避難指示
を発令

第二次配備体制
（体制の明示）

第三次
配備体制

（全職員を動員）

避難指示
を発令

避難指示
を発令

高齢者等避難を発令 高齢者等避難を発令高齢者等避難を発令

○水防本部設置
○参集区分により自ら参集
○連絡手段による呼集
○総務、建設、消防長に連絡
○各水防班長参集
○必要に応じ重要水防区域の監視・警戒
○防災情報システムへの記録入力
○庁内放送

○参集区分により、自ら参
集

○一斉メールによる呼集

○各部長、総務・土木都市
計画・農林・建築住宅課
長に電話連絡

○水防上必要がある場合
は、総務課が水防事務
を処理

緊急安全確保を発令
第三次

配備体制
緊急安全確保を発令

緊急安全確保
を発令

琴平町 多度津町善通寺市

警戒レベル
相当情報 防災気象情報 香川河川

国道事務所
中中中中
事事事

警戒レベル

まんのう町 丸亀市 宇多津町 坂出市 琴平町 住民等善通寺市 多度津町

6

土器川の流域タイムライン（洪水）

 土器川流域タイムライン（洪水）は、毎年、出水期前を基本として関係機関と確認するとともに、各関係機関が洪水
等の対応演習・訓練等の際に活用し、その際に確認された課題を関係機関と認識共有し、随時見直しを図る。
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特定都市河川浸水被害対策法について

「流域治水」の推進においては、河川管理者が「流域治水」の実効性を高め強力に

推進するための法的枠組みである「特定都市河川の指定」を行い、流域一体となっ

た浸水被害対策を定めた法定計画である「流域水害対策計画」に基づき、河川及び

下水道の整備に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の

協働による流域における貯留浸透対策や水害リスクを踏まえたまち

づくり・住まいづくり等を推進していくことが重要です。

「特定都市河川浸水被害対策法」

⇒流域治水関連法※の中核をなす制度

※「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（令和3年法律第31号）

 流域治水関連法の中核をなす「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく、特定都市河川の指定及
び流域水害対策計画の策定に向けて、あらゆる関係者の連携・協働が必要。

 このため、制度に関する情報共有と連携・協働の方法など、関係機関との調整を図っていく。
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特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践

 ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践に向けて、特定都市河川浸水被害対策法
に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大し、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企
業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯
留・浸透機能の向上等を推進。
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特定都市河川の指定状況

 特定都市河川は、全国で24水系327河川が指定。（令和6年3月29日時点）
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＜今後の展開について＞

 「流域治水」の実効性を高めるため、特定都市河川の指定に向けた取り組みとして、全国の
指定状況や施策内容など共有しつつ、当該制度の内容、枠組みや手続きなどの具体的な内
容に関して、関係機関と連携・調整を図る。

Ｒ６年度 下旬Ｒ６年度 中旬Ｒ６年度 上旬会議

減災対策協議会
水害に強いまちづくり検討会

中讃ＲＮＰ
（リレー防災みらいサロン）

タイムラインのフォローアップ
ワーキング

流域治水協議会
流域治水幹事会

特定都市河川の指定
に向けた取組

協議会 検討会

幹事会 協議会

企画・調整
（主幹メンバー）

事例、制度内容、枠組みや手続き等を収集、共有

主幹メンバー会議

報告

報告（サロン、
タイムライン）

Ｒ６年度の重点取組確認

報告

ワーキング

関係市町と連携し、複数回サロンを開催

報告

出水期における運用
洪水対応演習、訓練での活用


